
 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について(第１１４報) 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について、以下のとおりお知らせします。 

 

 

(1) 市長メッセージ 別紙１のとおり 

 

(2) まん延防止等重点措置の適用に伴う学校の対応について 

   (学校教育部学校教育課)  別紙２のとおり 

 

(3) 市内公共施設の利用制限について 別紙３のとおり 

   (地域創生部市民協働室協働推進課他) 

 

(4)  スポーツ施設の事務所開所時間及び駐車場利用時間の取扱いについて 

(まちの再生部地域整備室公園みどり課)  別紙４のとおり 

 

(5) 千丈寺湖周辺公園のバーベキュー等の利用禁止期間の延長について  

(まちの再生部地域整備室公園みどり課)  別紙５のとおり 

 

(6) 市や指定管理者の主催するイベント等の対応方針について  別紙６のとおり 

   (危機管理課・消防本部) 

 

(7) まん延防止等重点措置に係る広報活動について 別紙７のとおり 

   (危機管理課) 

 

(8) 職員の分散勤務体制の期間延長について  別紙８のとおり 

   (経営管理部行政管理室人事課) 

 

(9) 市民病院における新型コロナウイルス感染症患者等に関する統計情報について 

   (市民病院)   別紙９のとおり 

記 者 提 供 資 料 

令 和 ３ 年 ６ 月 １ ８ 日 

危 機 管 理 課 ( 担 当 ： 西 垣 ) 

電話 559-5057(直通) 内線 2320 



別紙１ 

市長メッセージ 

 

今一度、気を引き締め感染症対策の徹底を！ 

 

 

兵庫県に発令されていました「緊急事態宣言」は６月２０日をもって解除されますが、三

田市は、引き続き「まん延防止等重点措置区域」（６月２１日～７月１１日）となります。 

兵庫県では、第4波で感染が拡大した多くの市町で感染者数が減少し、病床のひっ迫具

合の改善も見られ始めています。しかし、感染力が強く重症化しやすい変異ウイルスの影

響を考えると、感染者数が上昇に転じ、再度、医療のひっ迫に繋がる可能性も十分にある

ため、引き続き最大限の警戒が必要です。 

市民の皆さまには、今一度、気を引き締め「まん延防止等重点措置」期間中であることを

十分に認識し、再度、「３密の回避」（密閉・密集・密接）を徹底するとともに、感染リスクが高

まる「５つの場面」（飲酒を伴う懇親会、大人数や長時間におよぶ飲酒、マスクなしでの会話、

狭い空間での共同生活、休憩室・喫煙所・更衣室等）を回避していただき、引き続き感染収

束に向けた取り組みをお願いします。 

 

また、現在、６５歳以上の方へのワクチン接種が進んでおり、７月末には、希望する高齢

者の方への接種が概ね終了する目途が立ったため、64 歳以下の方へのワクチン接種も進

めてまいります。 

６月２５日に、１６歳から 64 歳の方に接種券を送付し、接種予約は、基礎疾患をお持ち

の方から始め、１１月末までには希望するすべての市民の皆さまのワクチン接種が終わる

よう努めてまいります。 

 

現行の集団接種や医療機関での個別接種、自衛隊や県が実施する大規模接種のほか、

企業や大学が行う職域接種など、様々な形態でのワクチン接種が可能です。市民の皆さま

ご自身の都合にあわせて接種をお願いします。 

なお、基礎疾患をお持ちの方は、かかりつけ医にご相談いただき、個別接種を優先にご

検討くださいますようお願いします。 

 

ワクチン接種を迅速かつ円滑に推進し、市民の皆さまが一日でも早くワクチン接種を受

け、安心して生活できるよう、全力で取り組んでまいりますので、市民の皆様のご理解、ご

協力をよろしくお願いします。 

 

                         令和 3年６月１８日      三田市長 森 哲男 



別紙２ 

 

まん延防止等重点措置の適用に伴う学校の対応について 

 

 三田市にまん延防止等重点措置が適用されている期間の、学校における対応を以下のとおりと

します。 

 

記 

 

教育活動について 

  十分な感染防止対策を実施したうえで教育活動を行う。 

 

（１）学校行事 

   保護者が参加する学校行事は実施方法、時期の工夫や感染防止対策を徹底して実施する。 

 

（２）宿泊を伴わない校外学習 

   実施場所は県内とし、感染防止対策を徹底した上で実施する。 

 

（３）宿泊を伴う校外学習 

   行わない。 

 

（４）部活動 

① 平日の活動時間は４日（１日２時間程度）、土日１日３時間程度とする。合宿等、宿泊を伴

う活動は実施しない。 

② 県外での活動は実施しない。ただし、県外で実施される中体連スケジュール記載大会、中

央競技団体・文化関係連盟が主催する大会（その予選を含む）及び国民体育大会（その予

選を含む）への参加は可とする。参加する際は、主催者の行う感染予防措置を確認すると

ともに、その徹底を図る。なお、遠距離等の理由から、やむを得ず宿泊が必要な場合、感

染防止対策が確認される宿泊施設を利用すること。 

③ 校外で活動する場合においては、実施時期、実施場所、参加人数、移動方法など感染防止

を十分に検討の上、実施する。 

学 校 教 育 部 
学校教育課（担当：山本） 
直 通 5 5 9 - 5 1 3 6  



別紙３ 

市内公共施設の利用制限について 
 

緊急事態宣言は 6月 20 日(日)をもって解除され、6月 21 日(月)から 7月 11 日(日)ま

での間、まん延防止等重点措置区域となったことから、新型コロナウイルス感染症に係

る兵庫県対処方針により、継続して感染症対策を行うため、下記のとおり市内公共施設

の利用制限を行います。 

記 

 

１ 実施期間   令和３年６月２１日(月)～７月１１日(日) 

※ ７月１２日(月)以降につきましては、あらためて市ホームページや施設窓口などで

お知らせいたします。 

※ 本市や近隣地域でクラスター感染（集団感染）が生じた場合など、感染状況により対

応方針の見直しや利用の全面停止を行うなど必要な措置を講じてまいります。 

 

２ 対象施設 

【共通の感染予防対策依頼事項】 

① 発熱、咳などの症状のある人は利用を控える 

② 手洗い、手指消毒、特別な理由がある場合を除きマスク等の着用、使用備品の消毒 

③ 密閉・密集・密接状態の回避（換気、利用人数の制限、人と人との距離） 

④ 利用者の氏名・連絡先等の把握（参加者名簿の作成、保管） 

⑤ 館内での飲食の禁止（水分補給は可） 

⑥ 公園内への持ち込み飲酒は禁止 

 

 【市民センター等】 

施設名 
現在 

（緊急事態宣言期間 ～6/20） 

変更 
(まん延防止等重点措置期間) 

(6/21～7/11) 

【体育施設以外】 

さんだ・広野・藍・フラワータ

ウン・ウッディタウンの各市

民センター、有馬富士共生セ

ンター、高平ふるさと交流セ

ンター、ふれあいと創造の里、

総合福祉保健センター、まち

づくり協働センター 

 

・閉館時間を 20時とします 

・利用人数は定員の 1/2 以内 

・フリースペースは使用不可 

 

 

・同左 

 

 

【屋外体育施設】 

高平ふるさと交流センター 

グラウンド 

 

・閉館時間を 20時とします 

 

 

・同左 

ふれあいと創造の里 

グラウンド 

 

・同左（通常閉館） 

【屋内体育施設】 

高平ふるさと交流センター

（多目的ホール）、ふれあいと

創造の里（三田勤労者体育セ

ンター） 

 

・閉館時間を 20時とします 

・利用人数 50 人まで 

(1/2 面利用の場合は 25人まで) 

・更衣室は利用人数を制限 

 

・同左 

 



【社会教育施設・総合文化センター】 

施設名 
現在 

（緊急事態宣言期間 ～6/20） 

変更 
(まん延防止等重点措置期間) 

(6/21～7/11) 

図書館 

（本館、ウッディタウン分館、 

藍分室） 

・貸出返却のみ対応 

・カフェルーム（本館のみ）、オープ

ンスペースは利用停止 

・本館(9:00～20:00) 

・分館(9:00～20:00)、分室(10:00～

18:00) 

・同左 

心道会館 ・閉館時間を 20時とします 

・利用人数 30 人まで 

・同左 

淡路風車の丘 

ガラス工芸館 

有馬富士自然学習センター 

・利用人数は定員の 1/2 以内 

 

・同左 

野外活動センター ・日帰りの屋外利用のみ可(9:00～

17:00)ただし、県内利用者に限

る。飲酒行為は不可 

・平常通り、(バンガロー、テント

サイトの利用は同居家族のみ、キ

ャビン利用定員の 1/2 ただし、県

内利用者に限る) 

・飲酒行為は不可 

総合文化センター（郷の音ホ

ール） 

・閉館時間を 20時とします 

・利用人数は定員の 1/2 以内 

・フリースペースは利用不可 

 

・閉館時間を 20時とします 

・利用人数は定員の 1/2 以内、た

だし、大小ホール・リハーサル室

での大声を発しない利用について

は利用定員のとおり 

・フリースペースは利用不可 

三田ふるさと学習館 

旧九鬼家住宅資料館 

三輪明神窯史跡園 

・【共通の感染予防対策依頼事項】 

のみ 

・同左 

【子育て関連施設】 

施設名 
現在 

（緊急事態宣言期間 ～6/20） 

変更 
(まん延防止等重点措置期間) 

(6/21～7/11) 

【地域子育て支援拠点】 

多世代交流館 

駅前子育て交流ひろば 

地域子育て支援センター 

駒ケ谷運動公園子育て交流ひ

ろば 

【児童厚生施設】 

池尻児童館 

 

・時間帯を区切り、利用人数は定

員の 1/2 以内 

 

 

・同左 

【多世代交流施設】 

多世代交流館シニア・ユース 

ひろば 

・閉館時間を 17時とします 

・時間帯を区切り、利用人数は定員

の 1/2 以内 

・同左 

 

 



【公園等スポーツ施設】 

施設名 
現在 

（緊急事態宣言期間 ～6/20） 

変更 
(まん延防止等重点措置期間) 

(6/21～7/11) 

【屋外施設】 

城山公園、三田谷公園、中央公

園、学園東公園、駒ケ谷運動公

園、テクノ公園、小野公園、下

青野公園 

 

・アメニスキッピースタジアム(城

山公園野球場)、テニスコート(城

山公園)、多目的広場(駒ケ谷運動

公園)は 20 時を閉館時間としま

す。 

・上記以外の施設は平常通りの閉

館時間とします。 

・更衣室・シャワー室は利用人数を

制限します。 

 

・同左 

 

【屋内施設】 

アメニス城山体育館、親和学

園駒ケ谷体育館 

 

 

・閉館時間を 20時とします。 

・利用人数は、メインアリーナ 1/3

面につき 30 人までとします。 

・アメニス城山体育館内の多目的

室、親和学園駒ケ谷体育館内のフ

ィットネススタジオ、マシンジム 

の利用人数 15 人までとします。 

・会議室等の利用人数は定員の 1/2

以内とします。 

・更衣室、シャワー室は利用人数

を制限します。 

・フリースペースは、利用不可 

 

・同左 

 

 

３ 兵庫県新型コロナ追跡システム・新型コロナウイルス接触確認アプリの活用 

・「兵庫県新型コロナ追跡システム」、「新型コロナウイルス接触確認アプリ『COCOA』（厚生

労働省）」を活用してください。 

 

４ その他 

・各施設に関する相談は、各利用施設までお願いします。 

【市民センター等】 

 地 域 創 生 部 市 民 協 働 室 協 働 推 進 課 

 （担当：多田）直通 5 5 9－5 0 3 9 (内線 2 4 7 0 ) 

【社会教育施設・総合文化センター】 

 地 域 創 生 部市 民 協働 室 文 化 ス ポ ー ツ 課 

 （担当：横溝）直通 5 5 9－5 1 4 5 (内線 2 4 1 0 ) 

【子育て関連施設】 

 子ども・未来部子ども未来室すくすく子育て課 

 （担当：杉山）直通 559－50 79 （内線 26 10 ） 

【公園等スポーツ施設】 

 ま ち の 再 生 部 地 域 整 備 室 公 園 み ど り 課 

 （担当：青野）直通 5 5 9－5 1 1 0 (内線 2 8 4 0 ) 



別紙４ 

 

 

スポーツ施設の事務所開所時間及び駐車場利用時間の取扱いについて 

 

緊急事態宣言は６月２０日（日）をもって解除され、６月２１日（月）から 7月１１日（日）

までの間、まん延防止等重点措置区域となることから、次の施設について事務所開所時間及

び駐車場利用時間制限を延長します。 

 

１．対象施設 ・駒ケ谷運動公園 ・城山公園 ・中央公園 ・三田谷公園 

     ・下青野公園 

 

２．実施期間  令和３年５月１２日(水)～７月１１日(日) 

 

３．実施内容  

  〇事務所開所時間 

公 園 名 事務所開所時間 

駒ケ谷運動公園 
７時００分 ～２０時００分 

城山公園 

中央公園 
７時００分 ～１９時００分 

※ 通常時間 
三田谷公園 

下青野公園 

 

〇駐車場利用時間 

 

 

   

 

 

 

・駒ケ谷運動公園、城山公園の駐車場は、２０時３０分に入口ゲートを閉鎖し 

ますが、出口についてはカラーコーンを設置します。 

      

４．その他   今後の状況によっては、期間を延長する場合があります。 

 

公 園 名 駐車場利用時間 

駒ケ谷運動公園 
７時００分 ～ ２０時３０分 

城山公園 

中央公園 
７時００分 ～ １９時３０分 

※ 通常時間 
三田谷公園 

下青野公園 

まちの再生部地域整備室 

公園みどり課(担当：青野) 

直通 559-5110（内線 2840） 



別紙５ 

 

 

千丈寺湖周辺公園のバーベキュー等の利用禁止期間の延長について 

 

 

 緊急事態宣言は６月２０日（日）をもって解除され、６月２１日（月）から 7月１１日（日）

までの間、まん延防止等重点措置区域となることから、新型コロナウイルス感染症拡大防止

の徹底を継続するため、千丈寺湖（青野ダム）周辺公園のバーベキューや持ち込み飲酒の禁

止期間を延長します。 

 

 

１ 実施期間   令和３年４月２５日(日)～７月１１日(日) 

 

２ バーベキュ－等持ち込み飲酒や食事を禁止する公園 

・下青野公園 

・小野公園 

・加茂山第１公園 

・加茂山第２公園 

・加茂山第３公園 

 

※ その他の公園においては、バーベキューなど火気類の使用を禁止しています。 

まちの再生部地域整備室 

公園みどり課（担当：青野） 

直通 559-5110（内線 2840） 



別紙６ 

 

市や指定管理者が主催するイベント等の対応方針について 

 

市や指定管理者が主催するイベント等の対応方針については、6 月 21 日からまん延防止等重点

措置実施区域に指定されることより、兵庫県の方針を踏まえて以下のとおりとします。 

  

１．基本的な考え方 

  市や指定管理者が主催するイベント等の実施にあたっては、県の対処方針等も参酌し、主催

者として新型コロナウイルス感染症防止対策を講じるとともに、参加者への遵守事項を明確に

し、協力を得ながら実施する。 

 

２．本対応方針の対象範囲と実施期間 

(1)対象範囲 市主催（共催を含む）及び指定管理者が実施するセミナー、講演会、講座・教室 
※1文化・スポーツイベント※2等 

※1講座・教室(音楽、スポーツ、子供向けの催し等) 
※2文化・スポーツイベント(スポーツ交流大会、総合体育大会、文化イベント等) 

(2)実施期間 

令和 3 年 6 月 21 日から令和 3 年 7 月 11 日まで。 

※ 国、県の対処方針の変更、また感染症拡大の状況によっては見直しを行う。 

 

３． 開催の可否の判断 

 以下の要件をすべて満たすものについて開催可能とする。 

 なお、判断に際しては、関係団体との共催などによるものは、十分に調整し判断すること。 

(１) 使用する施設の利用条件を遵守している。 

(２) 参加者数の上限など以下の条件を遵守している。 

〇参加者数の上限 

5/12～6/20 6/21～7/11 

人数上限 5,000 人、かつ、屋内

にあっては収容率 50％以内 

屋外にあっては人との距離を十

分に確保 

開催時間は 21 時まで 

区  分 収容定員 人数上限 

大声での歓声・声援等

がないことを前提としう

るもの 

100％以内 

5,000 人 

大声での歓声・声援等

が想定されるもの 
50%以内※ 

開催時間は 21時まで 

（収容定員と人数上限のいずれか小さい方） 

※異なるグループ間では座席を 1 席設け、同一グループ(5 人以内)ないでは座席間隔 

を設けなくてよい。 

     〇参加者等の直行・直帰を確保するために必要な周知・呼びかけ等を徹底する。 

〇 イベント参加者が 1,000 人を超えるようなイベントの開催を予定する場合には、必 

ず開催要件や感染防止対策等について、県対策本部事務局との事前相談を行う。 

〇「兵庫県新型コロナ追跡システム」QR コードの掲示を行う。 

(３) 密閉(換気が悪い)・密集（十分な距離確保ができない）・密接（近距離での会話など）を 

回避できる。 

（4）飲食を伴う場合には、感染予防対策を徹底すること。 

・平日の酒類の提供は 11 時～19 時とする(土日祝日は酒類の提供は禁止)。 

 ・個室や多人数での座敷席等の使用は控える 

 ・座席の間隔を十分に空けるなど、三密の環境を徹底的に排除する 



 ・大皿での取り分けによる食品提供の自粛 

 ・適切な消毒・清掃が行われる 

 ・利用者同士の大声での会話を行わないよう周知する   など 

 

４．開催時の対策 

(1)募集時における参加者への遵守事項の事前通知 

① 以下に該当する場合は参加しないよう求める。 

・発熱・咳・咽頭痛などの症状がある。 

・同居の家族や、身近な人に新型コロナウイルス感染の疑いがある。 

② 当日の自宅での検温を行うこと。 

③ マスクを持参し着用すること。（スポーツイベント等については適宜判断） 

④ 感染者発生時に備え参加者名簿作成に協力すること。(参加者の氏名、連絡先等の記入) 

⑤ イベント等終了後、２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合には、健康福 

祉事務所(保健所)からの聞き取り調査の際に、イベントに参加したことを伝えるとともに 

濃厚接触者の特定などに協力する。 

⑥ 大声での会話や応援をしないこと。 

⑦ 感染防止のために主催者が決めた措置に従うこと。 

 

(2)開催時に実施するべき事項 

① イベント参加者の把握（名簿の作成） 

② 発熱・咳・咽頭痛などの症状がある方の参加を制限する。(検温・聞き取り等） 

③ 換気の徹底 

・窓が開閉可能な場合は、窓を開けて行う又は休憩時等に窓を開けるなど、換気を徹底する 

こと。また、冷暖房運転時にも、30分に5分程度の換気に努める。 

④ 接触感染の防止 

・消毒用アルコールを備え付けること。入手が困難な場合はこまめな手洗いを徹底させること。 

   ・物品等を使用する場合は、消毒を徹底するとともに、複数人での共用をできるだけ回避する

こと。（マイク・パソコン等） 

⑤ 飛沫感染の防止 

     ・席などの配置にあたっては、人と人との間に十分な距離の保持（１ｍ以上）に努めること。 

・マスクの着用を徹底すること。（マスクを持参していない者がいた場合は主催者で配布する。） 

・演者が発声する場合、舞台から観客の間隔を（２ｍ以上）確保するよう努めること。 

⑥ 兵庫県新型コロナ追跡システム等の活用 

・「兵庫県新型コロナ追跡システム」の利用を周知（QR コードの掲示） 

・新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」(厚生労働省)の利用登録を周知 

 

５．チェックリストの活用 

   開催可否の判断や実施状況の点検のためチェックリストを作成する。 

   ※チェックリストはイベント等終了後も所管課において１月程度は保管しておくこと。 

 

６．後援（後援名義を含む）の取り扱い 

   市が後援（後援名義を含む）する場合は、本方針を遵守することを条件とする。 

 

 

 
危 機 管 理 課 ( 担 当 ： 西 垣 ) 

電話 5 5 9 - 5 0 5 7 内線 2 3 2 0 

 



別紙７ 

まん延防止等重点措置に係る広報活動について 

 

 

緊急事態宣言は６月２０日をもって解除されましたが、まん延防止等重点措置実施

区域に指定されたことを受け、引き続き、以下の広報活動を三田警察署、三田市消防

団のご協力をいただき実施します。 

 

 

１．警らパトロール中の警察車両による広報 

     内 容：外出自粛等の呼び掛け 

     日 時：６月２１日から７月１１日まで 毎日 17：00 頃 

     場 所：三田駅、フラワータウン駅、南ウッディタウン駅  

ウッディタウン中央駅 各駅周辺 

   〈広報文〉 

   「こちらは三田警察署です。 

    現在、兵庫県がまん延防止等重点措置実施区域に指定されています。 

    市民の皆様におかれましては、感染収束に向け、不要不急の外出自粛や家庭で

の感染対策の徹底など、感染対策の取組みにご協力をお願いします。」 

 

 

２．三田市消防団・消防本部車両による広報 

内 容：外出自粛等の呼び掛け 

     日 時：消防団：６月２１日から７月１１日の間の土曜日、日曜日  

         消防本部：６月２１日から７月１１日まで 毎日 

場 所：消防団：各分団管轄地域 

    消防本部：市内一円 

〈広報文〉 

「こちらは三田市消防団です。 

現在、兵庫県がまん延防止等重点措置実施区域に指定されています。 

「自分を守り 人を守り そして三田を守る」ため、不要不急の外出自粛や家庭

での感染対策の徹底など、感染対策の取組みにご協力をお願いします。」 

 

危機管理課 (担当：西垣 ) 

電話 559-5 0 5 7 内線 2320 

 



 

 

別紙８ 

 

 

職員の分散勤務体制の期間延長について 

１ 趣旨 

緊急事態宣言は６月２０日をもって解除されますが、新型コロナウイルス感染症に対

する兵庫県の方針を踏まえ、本市においても職場内や通勤途上における密集・密接の機

会を少なくすることを目的として、市役所に出勤する職員の７割削減を目指し、在宅勤

務や時差出勤などの制度を活用した分散勤務体制の期間を延長し取り組みます。 

【期間】７月１１日（日）まで継続 

 

２ 実施内容 

１）業務の選択と集中 

各部長は、下記により対象業務の範囲を精査し、業務の優先順位をつける。 

分散勤務体制期間中は、出勤者を抑制しながら、市民サービスを維持する。 

 業務内容 削減率 

①最優先業務 

新型コロナウイルス感染拡大防止業務 

０％ 

市民生活に大きく影響するもの（生命や安全に関わるもの、

年度始めの業務等で緊急性の高いもの、法令で期日の定めが

あるもの）のうち、在宅勤務や休日振替勤務では対応できな

い業務等） 

②優先業務 市民生活の維持に必要な業務で、在宅で対応が不可能なもの 

７０％ ③一般業務 市民生活の維持に必要な業務だが、在宅で可能なもの 

④その他の業務 在宅業務では支障があり、延期や中止等の検討が必要なもの 

 

２）場所と日時の分散の取組み 

（1）在宅勤務 

① 各職場において、在宅勤務の活用を徹底する。 

② 以下の職員は特に優先して、連続して在宅勤務する。（市民病院、消防除く）。 

①子育て中の職員、②家族の介護等をしている職員、③妊娠中の職員、④基礎疾患

（糖尿病、呼吸器系疾患など）のある職員や透析を受けている職員、⑤公共交通機関

を利用する職員 

③ 国テレワーク及びテレワーク兵庫を積極的に活用すること。国・県ネットワーク登

録者以外については、テレワーク共用パソコン又は机上の端末を持ち帰ることにより

実施すること。 

④ 会計年度任用職員も、可能な限り在宅勤務ができるよう工夫をする。 

⑤ 情報端末を持ち帰らずに在宅勤務するなど柔軟に対応する。 

 

 

 

 



 

 

（2）時差出勤制度と振替休暇制度の活用 

① 時差出勤制度を積極的に活用すること。当面は、令和２年４月９日付事務連絡で通

知した運用とする。 

② 平日の出勤者を分散するため、平日の勤務を土日に振り替え、１日当たりの職場人

数の分散に努めること。 

 

 ３ 職員の健康管理 

① 当該期間中、業務を縮小させることから、原則として、時間外勤務を行わず、定時

で退庁し健康管理に努めること。２０時には完全退庁すること。 

② 職員の健康管理の観点から、年次休暇等有効的に活用すること。また、在宅勤務と 

半日休、時間休の組み合わせも有効に活用すること。 

 

４ 例外の措置を設ける職場 

① 新型コロナウイルス感染症対策業務（対策本部メンバー、危機管理課、健康増進課等） 

② 幹部職員（対策本部メンバー等）  ③ 市民病院  ④ 消防本部 

 

５ その他 

① 新型コロナウイルス感染症対策に従事する職員の負担を軽減するため、期間中にお 

いては、必要に応じて部を超えた応援体制を組み、対応していく。 

② 出張等については、オンライン会議等を積極的に活用し、特に首都圏や大阪方面など、

やむを得ない場合を除き延期又は中止すること。 

  ③ 在宅勤務にかかる報告様式やシステム処理等については、従前のとおりとする。 

④ 当該期間中、昼食を自席でとることを可能とする。 

⑤ 職員間の懇親会など大人数・長時間の飲食は控えること。 

 

 

 
経 営 管 理 部 行 政 管 理 室 

人 事 課 （ 担 当 ： 前 川 ） 

直通 559-5037 （内線 2340） 



別紙９ 

 

市民病院における新型コロナウイルス感染症患者等に関する統計情報について 

 
 標記の件について、令和３年５月度の統計情報を報告します。 

 

 【報 告】 

  
発熱外来 

受診患者数 

ＰＣＲまたは 

抗原定量検査 

実施患者数 

陽性患者 

入院受入数 

陽性患者 

入院延べ日数 

令和３年５月 221 782 28 299 

合計 2,805 6,094 254 2,474 

月平均 175.3 380.9 18.1 176.7 

※院内での抗原定量検査は、令和 2年 10月 12日から開始 

※全入院患者への入院時抗原定量検査は、令和 2年 12月 16日から開始 

 

 

 

 

【５月度概要】 

今月も、第４波の影響か大きく出てきており、発熱外来受診患者数、PCR または抗原定量検査実施患者

数は高止まりのままであり、また、コロナ専用病床の稼働率は、４月の 98.5％から、５月は 87.7％と前

月同様、高稼働率の状況にあったが、月末には若干落ち着きを取り戻す兆しが見えてきた。 

市 民 病 院 事 務 局 
医事企画課（担当：酒井） 
直通：565-8601 内線：2031 


